
 網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  実  施  要  綱 

 令  和  7  年  7  ⽉  1  ⽇  制  定 

 （⽬  的） 

 第  １  条     こ  の  要  綱  は、  ウォー  キ  ン  グ  や  健  康  事  業  に  参  加  し  た  市  ⺠  に  対  し、  賞  品  等  へ  の 

 交  換  等  に  利  ⽤  で  き  る  ポ  イ  ン  ト  を  付  与  す  る  こ  と  で、  健  康  的  な  ⽣  活  習  慣  の  定  着  や  ⾃  ⼰  の 

 健  康  管  理  を  推  進  す  る  「網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  （以  下  「本  事  業」  と  い  う。）」  に  つ 

 い  て  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 （定  義） 

 第  ２  条     こ  の  要  綱  に  お  い  て、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  ⽤  語  の  意  義  は、  当  該  各  号  に  定  め  る  と 

 こ  ろ  に  よ  る。 

 （１）  ア  プ  リ           網  ⾛  市  が  指  定  す  る  ス  マー  ト  フォ  ン  ア  プ  リ  を  い  う。 

 （２）  網  ⾛  健  康  ポ  イ  ン  ト  カー  ド  （以  下  「カー  ド」  と  い  う。）     付  与  さ  れ  た  ポ  イ  ン  ト 

 を  押  印  す  る  カー  ド  を  い  う。 

 （３）  ポ  イ  ン  ト        こ  の  要  綱  に  定  め  る  ポ  イ  ン  ト  付  与  対  象  へ  の  参  加  等  に  よ  り  付  与  さ  れ 

 る  ポ  イ  ン  ト  及  び  ア  プ  リ  に  記  録  さ  れ  た  歩  数  に  応  じ  て  付  与  さ  れ  る  ポ  イ  ン  ト  を  い  う。 

 （対  象  者） 

 第  ３  条     本  事  業  の  対  象  と  な  る  者  （以  下  「対  象  者」  と  い  う。）  は、  網  ⾛  市  内  に  居  住  す 

 る  実  施  年  度  の  ４  ⽉  １  ⽇  現  在  で  満  １  ８  歳  以  上  の  者  と  す  る。 

 （参  加  ⽅  法） 

 第  ４  条     本  事  業  へ  の  参  加  を  希  望  す  る  対  象  者  は、  ア  プ  リ  を  ⾃  ⾝  が  所  有  す  る  ス  マー  ト 

 フォ  ン  に  ダ  ウ  ン  ロー  ド  し  必  要  な  登  録  を  ⾏  う、  ま  た  は、  カー  ド  の  使  ⽤  の  い  ず  れ  か  を 

 選  択  し、  本  事  業  に  参  加  す  る。 

 （ポ  イ  ン  ト  付  与  対  象） 

 第  ５  条     ポ  イ  ン  ト  付  与  対  象  は、  次  に  掲  げ  る  事  業  の  う  ち、  毎  年  度  市  ⻑  が  定  め  る。 

 （１）  健  康  診  断  （職  域  で  実  施  す  る  も  の  を  含  む。） 

 （２）  各  種  が  ん  検  診、  ⼈  間  ドッ  ク‧  脳  ドッ  ク 

 （３）  市  が  実  施  す  る  健  康  づ  く  り  事  業 

 （４）  住  ⺠  の  体  育  施  設  利  ⽤ 

 （５）  そ  の  他  市  ⻑  が  特  に  必  要  と  認  め  る  事  業 

 （事  業  の  実  施  期  間） 

 第  ６  条     事  業  の  実  施  期  間  は、  毎  年  ４  ⽉  １  ⽇  か  ら  翌  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で  と  す  る。 

 （ポ  イ  ン  ト  の  付  与） 

 第  ７  条     ポ  イ  ン  ト  は、  第  ５  条  に  規  定  す  る  ポ  イ  ン  ト  付  与  対  象  事  業  へ  の  参  加  ま  た  は、  利 

 ⽤  し  た  者  に  次  の  各  号  に  定  め  る  ⽅  法  に  よ  り  付  与  す  る。 

 （１）  ア  プ  リ  に  よ  る  参  加  者  （以  下  「ア  プ  リ  ユー  ザー」  と  い  う。）  は  ア  プ  リ  内  に  ポ  イ 

 ン  ト  を  付  与‧  記  録  す  る。 

 （２）  カー  ド  に  よ  る  参  加  者  （以  下  「カー  ド  ユー  ザー」  と  い  う。）  に  は  ⽤  紙  内  へ  当  該 

 ポ  イ  ン  ト  数  の  ス  タ  ン  プ  を  押  印  す  る。 

 ２     ア  プ  リ  ユー  ザー  に  限  り、  ア  プ  リ  に  て  記  録  さ  れ  た  歩  数  に  応  じ  て  ポ  イ  ン  ト  を  付  与  す 

 る。 



 ３     前  ２  項  に  よ  り  付  与  さ  れ  る  ポ  イ  ン  ト  数  は、  毎  年  度  市  ⻑  が  定  め  る。 

 ４     ア  プ  リ  や  カー  ド  の  削  除、  紛  失  ⼜  は  毀  損  等  に  よ  り  ポ  イ  ン  ト  の  記  録  が  不  明  と  なっ  た 

 場  合  は、  そ  の  ポ  イ  ン  ト  数  は  無  効  と  な  る  も  の  と  し、  無  効  と  な  る  ポ  イ  ン  ト  数  に  つ  い  て 

 市  は  ⼀  切  責  任  を  負  わ  な  い  も  の  と  す  る。  た  だ  し、  再  登  録  後、  無  効  と  なっ  た  ポ  イ  ン  ト 

 数  を  確  認  で  き  る  場  合  に  は  そ  の  ポ  イ  ン  ト  数  を  合  算  で  き  る。 

 ５  ポ  イ  ン  ト  は  翌  年  度  以  降  に  繰  り  越  す  こ  と  は  で  き  な  い。 

 ６     年  度  途  中  で  参  加  ⽅  法  を  変  更  す  る  場  合、  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  参  加  ⽅  法  変  更  届 

 （第  １  号  様  式）  に  て  市  ⻑  に  申  請  を  ⾏  う  こ  と  と  す  る。  そ  の  際、  ポ  イ  ン  ト  の  引  き  継  ぎ  は 

 同  額  と  す  る。  た  だ  し、  ア  プ  リ  ユー  ザー  が  カー  ド  ユー  ザー  へ  変  更  す  る  場  合、  3,000  ポ  イ 

 ン  ト  を  上  限  と  す  る。 

 （賞  品  の  交  換） 

 第  ８  条     参  加  者  は  賞  品  と  交  換  で  き  る  ポ  イ  ン  ト  数  （以  下  「達  成  ポ  イ  ン  ト」  と  い  う。） 

 に  達  し  た  と  き  は、  次  の  各  号  に  定  め  る  ⽅  法  に  よ  り  賞  品  と  交  換  で  き  る  も  の  と  す  る。 

 （１）  ア  プ  リ  ユー  ザー  は、  市  役  所  窓  ⼝  に  設  置  し  た  QR  コー  ド  を  読  み  取  る。 

 （２）  カー  ド  ユー  ザー  は、  ポ  イ  ン  ト  数  に  達  し  た  者  の  ⽒  名  等  が  記  載  さ  れ  た  当  該  年  度  の 

 カー  ド  と  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  あ  ば  し  り  健  康  応  援  商  品  券  交  換  申  請  書  （第  ２  号 

 様  式）  を  市  ⻑  に  提  出  す  る。 

 ２     商  品  と  の  交  換  の  申  請  期  限  は、  毎  年  度  ３  ⽉  末  ⽇  （そ  の  ⽇  が  ⼟  曜  ⽇  ま  た  は  ⽇  曜  ⽇  の 

 場  合  は、  そ  の  直  前  の  ⾦  曜  ⽇）  ま  で  と  す  る。 

 ３     達  成  ポ  イ  ン  ト  は、  毎  年  度  市  ⻑  が  定  め、  市  ⺠  に  広  報  す  る  も  の  と  す  る。 

 （賞  品） 

 第  ９  条     ポ  イ  ン  ト  と  交  換  す  る  賞  品  は、  あ  ば  し  り  健  康  応  援  商  品  券  （以  下  「商  品  券」  と 

 い  う。）  と  す  る。 

 ２     前  項  に  規  定  す  る  商  品  券  は、  1  ⼈  あ  た  り  1  年  度  に  つ  き  ア  プ  リ  ユー  ザー  は  5,000  円 

 分、  カー  ド  ユー  ザー  は  3,000  円  分  を  限  度  と  す  る。 

 （商  品  券  の  使  ⽤  範  囲  お  よ  び  期  間） 

 第  10  条     商  品  券  は、  ⺠  間  事  業  者  等  で  商  品  券  を  取  り  扱  う  事  業  者  （以  下  「商  品  券  取  扱 

 店」  と  い  う。）  と  の  間  に  お  い  て  の  み  使  ⽤  す  る  こ  と  が  で  き  る。 

 ２     商  品  券  の  使  ⽤  期  間  は、  交  付  の  ⽇  か  ら  当  該  事  業  年  度  の  次  年  度  の  6  ⽉  30  ⽇  ま  で  と  す 

 る。 

 （商  品  券  取  扱  店  の  登  録  及  び  抹  消） 

 第  11  条     商  品  券  取  扱  店  と  し  て  登  録  で  き  る  も  の  は、  網  ⾛  市  内  に  所  在  す  る  店  舗  等  に  お  い 

 て  ⾷  料  品  を  取  り  扱  う  （外  ⾷  を  除  く。）、  市  ⻑  が  適  当  と  認  め  た  事  業  所  と  す  る。 

 ２     商  品  券  取  扱  店  と  し  て  登  録  を  希  望  す  る  事  業  所  は、  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  あ  ば  し 

 り  健  康  応  援  商  品  券  取  扱  店  登  録  申  請  書  （第  ３  号  様  式）  に  よ  り  市  ⻑  へ  申  請  す  る  も  の  と 

 す  る。 

 ３     市  ⻑  は、  前  項  の  申  請  が  あっ  た  事  業  所  に  つ  い  て  商  品  券  取  扱  店  と  し  て  の  登  録  の  可  否 

 を  審  査  し、  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  あ  ば  し  り  健  康  応  援  商  品  券  取  扱  店  登  録  申  請  の  結 

 果  に  つ  い  て  （通  知）  （第  ４  号  様  式）  に  よ  り、  当  該  事  業  所  に  通  知  す  る。 

 ４     前  項  の  規  定  に  よ  り、  登  録  さ  れ  た  事  業  所  は、  翌  年  度  以  降  の  登  録  を  ⾃  動  更  新  す  る  も 

 の  と  し、  登  録  を  抹  消  す  る  場  合  は、  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン  ト  事  業  あ  ば  し  り  健  康  応  援  商  品 

 券  取  扱  店  登  録  抹  消  申  出  書  （第  ５  号  様  式）  に  よ  り  抹  消  １ヶ  ⽉  前  ま  で  に  市  ⻑  へ  申  請  す 

 る  も  の  と  す  る。 

 （商  品  券  の  再  交  付） 



 第  12  条     商  品  券  の  交  付  を  受  け  た  者  が  商  品  券  を  紛  失  ⼜  は  破  損  し  た  場  合  の  再  交  付  は  ⾏  わ 

 な  い。 

 （商  品  券  の  返  還） 

 第  13  条     商  品  券  の  交  付  を  受  け  た  者  が  次  の  各  号  の  い  ず  れ  か  に  該  当  す  る  こ  と  と  なっ  た  と 

 き  は、  当  該  商  品  券  を  市  ⻑  に  返  還  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （１）  死  亡  し  た  と  き。 

 （２）  網  ⾛  市  外  に  転  居  し  た  と  き。 

 （３）  商  品  券  の  偽  造  等  に  よ  り  不  正  に  使  ⽤  し  た  と  認  め  ら  れ  る  と  き。 

 （譲  渡  等  の  禁  ⽌） 

 第  14  条     商  品  券  の  交  付  を  受  け  た  者  は、  交  付  を  受  け  た  商  品  券  を  交  付  者  ⾃  ⾝  以  外  の  者  の 

 使  ⽤  に  供  し、  ⼜  は  譲  渡  し  て  は  な  ら  な  い。 

 （商  品  券  取  扱  店  の  遵  守  事  項） 

 第  15  条     商  品  券  取  扱  店  は、  次  の  各  号  に  掲  げ  る  事  項  を  遵  守  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （１）  第  10  条  第  １  項  に  定  め  ら  れ  た  使  ⽤  範  囲  内  で、  商  品  券  の  受  け  取  り  を  拒  ま  な  い  こ 

 と。 

 （２）  商  品  券  の  譲  渡  及  び  売  買  を  ⾏  わ  な  い  こ  と。 

 （３）  前  ２  号  の  他、  こ  の  事  業  の  趣  旨  に  反  す  る  ⾏  為  を  ⾏  わ  な  い  こ  と。 

 （商  品  券  取  扱  店  登  録  の  取  消  し） 

 第  16  条     市  ⻑  は、  商  品  券  取  扱  店  に  お  い  て、  前  条  各  号  に  定  め  る  事  項  に  反  す  る  ⾏  為  が 

 あっ  た  場  合  は、  当  該  商  品  券  取  扱  店  の  登  録  を  取  り  消  す  も  の  と  す  る。 

 （商  品  券  代  ⾦  の  請  求） 

 第  17  条     商  品  券  取  扱  店  は、  第  10  条  第  ２  項  に  定  め  る  使  ⽤  期  間  内  に  提  供  し  た  商  品  の  対  価 

 と  し  て  商  品  券  の  交  付  を  受  け  た  者  か  ら  受  領  し  た  商  品  券  を  添  付  し、  網  ⾛  市  健  康  ポ  イ  ン 

 ト  事  業  あ  ば  し  り  健  康  応  援  商  品  券  請  求  書  （第  ６  号  様  式）  に  必  要  事  項  を  記  載  し、  翌  ⽉ 

 10  ⽇  ま  で  に  市  ⻑  へ  請  求  す  る  こ  と  と  す  る。 

 ２     市  ⻑  は、  前  項  の  請  求  が  あっ  た  と  き  は、  請  求  内  容  を  審  査  し、  適  当  と  認  め  る  と  き 

 は、  請  求  ⾦  額  を  請  求  の  あっ  た  ⽉  の  末  ⽇  ま  で  に  指  定  ⼝  座  へ  振  り  込  む  こ  と  と  す  る。 

 （補  則） 

 第  １  ８  条     こ  の  要  綱  に  定  め  る  も  の  の  ほ  か  必  要  な  事  項  は、  市  ⻑  が  別  に  定  め  る。 

       附     則 

 １  ．  こ  の  要  綱  は、  令  和  7  年  7  ⽉  1  ⽇  か  ら  施  ⾏  す  る。 

 ２  ．  第  ６  条  に  定  め  る  事  業  の  実  施  期  間  は、  令  和  ７  年  度  に  限  り、  市  が  定  め  る  ア  プ  リ  の  運 

 ⽤  開  始  か  ら  翌  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で  と  す  る。 


